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宇和島市水道事業経営審議会委員名簿 
 

令和７年１１月１日現在 

 

区分 団体名等 役職名 氏名（敬称略） 

学識経験者 
愛媛大学 社会共創学部 

環境デザイン学科 
教 授 羽鳥 剛史 

 安達三郎税理士事務所 税理士 安達 三郎 

水道利用者 吉田地区  濱田 かなめ 

 三間地区  宇和木 眞由美 

 津島地区  山下 由美 

各種団体 宇和島市連合自治会 会 ⾧ 宮本 直明 

 宇和島市女性団体連絡協議会 副会⾧ 三好 綾 

 宇和島商工会議所 専務理事 岩村 保昌 

 宇和島青年会議所 理事⾧ 森  拓也 

 宇和島市社会福祉協議会 副会⾧ 安岡 賢司 

 

以上 10 名 

 
 



■ 会議の成立要件

宇和島市水道事業経営審議会条例（抜粋）

（会議）
第５条 審議会は、会⾧が招集し、その議⾧となる。
２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議⾧の決する

ところによる。
４ 会⾧は、必要があると認めるときは、関係者に審議会への出席を求め、意見を聴き、

又は資料の提出を求めることができる。
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■ 前回の経営審議会 議事録 
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令和８年度 宇和島市水道事業経営審議会 
 

開催日時 令和８年５月８日（金）13:00～14:00 
会  場 柿原浄水場 ２階大会議室 
定 足 数 定数１０名中７名出席  ※ 過半数の出席により成立 

傍  聴 
計 30 席準備 
報道関係１者（宇和島ケーブルテレビ）、一般傍聴なし 

議  題 
議題 答申に向けた意見集約 
 主な質疑応答は以下のとおり 

質疑応答 （1）料金改定の算定期間 
 

【意見】 
 

【質問】 
 
 

【回答】 
 
 
 

【質問】 
【回答】 

 

● 算定期間を５年間とした理由等を説明。 
 「５年間の算定期間は適当」との審議会の総意を確認。 
 
Ｑ．物価高騰等により、計画（算定期間）にズレが生じる場合がある。他市で

料金改定の３年経過後に中間評価を行っている事例があるが、宇和島市の予
定はどうか? 

Ａ．（令和 11 年度に）水道ビジョン、第８次整備事業計画、経営戦略の中間評
価と改正を行う予定。ご指摘のとおり、５年間の収支見込は、予測どおりに
ならないものと考えている。８次整備計画の見直し等に伴い、自助努力だけ
で解消できない場合は、経営審議会で改めてご相談させていただきたい。 

Ｑ．前回の料金改定時は、算定期間にどの程度の誤差が生じたのか? 
Ａ．前回の料金改定では、平成 28 年～令和 3 年までの 6 年間であったが、民

間委託の実施などにより経費削減を行うことで、令和 3 年度を超えて（Ｒ４
～８年度まで）料金改定を先延ばしできている。 

 
 （２）料金体系の選択（用途別または口径別） 
 
 
 

【意見】 

● 今回も「用途別」を継承し用途間の料金較差を縮め、口径別への移行に向
けて調整したいことを説明。５年ごとに料金改定する場合、令和 19 年度（10
年後）に口径別料金体系へ移行できる見込みであることを説明。 
 「急に口径別への移行を進めると市民の負担感も大きくなるため、徐々に
進めようとする事務局案は適当である」との意見があり、「今回は用途別を
継承する」との審議会の総意を確認。 

 
 （3）確保する事業費の評価（5 年間の不足額:約 15 億円） 
 
 
 

【意見】 
 

● 人口減少の下方修正に伴い、R9～13 年度の収支不足額を修正したこと、
不足額を水道料金で補う場合、現在の料金から全用途の平均で 17％程度の
値上げに相当することを説明した。 

  「総括原価方式による標準的な料金算定の手順を踏まえており、不足額を
補うための料金改定はやむを得ない。人口推計の下方修正に伴い、料金改定
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【質問】 
【回答】 

 
【質問】 
【回答】 

率を 17％に修正する事務局案は適当」との審議会の総意を確認。 
 
Ｑ．17％で改定した場合、一般家庭の水道料金はどの程度値上がりするのか? 
Ａ．１か月に 20 ㎥使用される（３人家庭の標準的な水道使用量の）場合、家

庭用料金は、税込みで 4,833 円から 5,819 円（986 円の値上げ）となる。 
Ｑ．水道管だけでなく、老朽化した建物も耐震化できているのか? 
Ａ．庁舎のほか、ポンプ場や配水池なども耐震化工事を進めている。 
 

 （4）経営改善の評価 ※前回の説明事項 
 
 

【意見】 
 
 

【質問】 
【回答】 

● 今後実施可能な経費削減策を、市民サービスの低下になり過ぎないように
配慮しつつ、継続的に実施予定であることを説明した。 
 「今後も水道の安全を確保しつつ、実施可能な経費削減に努めるべきであ
る」との審議会の総意を確認。 
 

Ｑ．隔月請求を行っている自治体の例はあるか? 
Ａ．県内で６市町の事例がある。 
  （松山市、今治市、伊予市、西条市、東温市、砥部町） 
 

質疑応答 （5）料金単価の設定（平均改定率 17％程度） 
 

【意見】 
 
 

【質問】 
 
 
 

【回答】 

● 17％で改定した場合の料金を説明。 
 「水道事業を維持するため、事務局が提案する料金値上げは適正である」
との審議会の総意を確認。 
 

Ｑ．15％改定案と 17％改定案を比べると、家庭用は、超過料金を 10 円増額
した一方で、基本料金を 10 円減額しているので変わりがないが、業務用は、
超過料金を 10 円増額した一方で、基本料金が 40 円減額となっている。17％
で改定した場合も、家庭用の負担額は変わらないということか? 

Ａ．17％で再調整するにあたり、家庭用、業務用とも 15％改定案の超過料金
単価を 10 円加算したが、基本料金を 15％改定案から据え置きとした場合、
全用途の平均改定率が 17.3％となるため、必要以上に値上げしてしまうこ
とになることから、基本料金の値上げ額を 15％案よりも引き下げて調整し
た。家庭用、業務用とも、基本料金の値上げ額を 260 円と同額にすることで、
用途間の公平性を保ちつつ、値上げをなるべく抑えるよう調整した。 

 
 



■ 議題 審議会答申の決定

経営審議会の進め方

①　令和８年２月19日（木）
適正な水道料金のあり方について（諮問）
水道事業の現状と課題について説明

②　令和８年３月23日（月）
水道料金の算定方法について説明
 （算定期間、総括原価の考え方、料金の調整方法など）

③　令和８年５月８日（金）
答申に向けた意見集約
 （審議委員の意見をとりまとめ 答申案を協議）

④　令和８年６月２日（火） 審議会答申（案）を確認、決定

⑤ 令和８年６月８日（月）
   13:00～ 市⾧室

答申書を市⾧へ提出 ※答申を決定した場合

 （令和８年９月） 答申内容等について議会へ報告

 （令和８年10月） パブリックコメントを実施

 （令和８年12月） 市議会へ、料金改定案を上程（※給水条例の改正）

◆ 令和9年1月 料金改定案の議決結果を報告

 （令和9年4月） 新料金の施行（４月使用分、6月請求から適用開始）
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令和８年６月８日 

 

宇和島市上下水道局 

宇和島市長 岡 原 文 彰 様 

 

 

                        宇和島市水道事業経営審議会 

                            会長 宮 本 直 明 

 

 

適正な水道料金のあり方について（答申）案 

 

令和８年２月 19日付け、宇水第 835 号で諮問があったことについて、次のとおり結論を

得たので答申します。 

なお、留意事項については、附帯意見として申し添えます。 

 

１ 答申 

(1) 料金改定額について 

  今後５年間（令和９～13 年度）の経営状況を確認した結果、必要な事業費約 103 億 9 千

万円に対する収入不足額は、約 15億円であった。 

この収入不足額は、水道事業の独立採算の原則に基づき、水道料金を改定することによ

り徴収することが適当である。ただし、浴場用料金については、「公衆浴場の確保のための

特別措置に関する法律（昭和 56 年法律第 68 号）」の趣旨を考慮すると、公衆衛生の維持向

上の観点から据え置くことが適当である。 

以上のことを踏まえた詳細な料金改定（案）は、下表のとおりである。 

 

 ■水道料金改定（案）                        【税込】 

用途 水 量 現料金 新料金 上昇額 

家庭用 基本（８㎥まで） 1,573.0 円 1,859.0 円 286.0 円 

超過（１㎥につき） 271.7 円 330.0 円 58.3 円 

 20 ㎥料金（標準世帯） 4,833.0 円 5,819.0 円 986.0 円 

業務用 基本（10㎥まで） 2,750.0 円 3,036.0 円 286.0 円 

超過（１㎥につき） 368.5 円 407.0 円 38.5 円 

工業用 基本（200 ㎥まで） 51,700.0 円 59,400.0 円 7,700.0 円 

超過（１㎥につき） 368.5 円 407.0 円 38.5 円 

浴場用 基本（170 ㎥まで） 16,060.0 円 16,060.0 円 0.0 円 

超過（１㎥につき） 159.5 円 159.5 円 0.0 円 

 

(2) 料金設定について 

  これまでどおり、１円単位での料金設定とし、基本料金及び超過料金の合計額（税込）

に１円未満の端数が生じたときは、その金額を切り捨てることは適当である。 
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(3) 料金算定期間について 

  公益社団法人日本水道協会の策定した「水道料金算定要領（以下、「算定要領」という。）」

に基づき、令和９年度から令和 13年度までの５年間とすることは適当である。 

 

(4) 料金改定時期について 

  令和９年度以降の経営状況を考慮すると、令和９年４月使用分から料金改定を行うこと

は適当である。 

  なお、水道事業を取り巻く厳しい経営環境の変化に対応しつつ、今後も安定給水を維持

していくためには、継続的に経営分析を行いながら、おおむね３年から５年を目安として、

整備事業計画や経営戦略の見直しとともに、水道料金のあり方について検討することが重

要である。 

 

(5) 料金体系について 

  水道使用者の公平性を考慮すると、用途別から口径別へ移行することが適当である。今

後も算定要領や他市町の動向を参考にしつつ、できる限り一般家庭の負担を軽減しながら、

家庭用と業務用の用途間較差を解消するための調整を行い、将来的には、用途別から口径

別へ移行することが望ましい。 

 

２ 水道事業の評価及び審議の着眼点 

適正な水道料金のあり方に係る審議については、物価や人件費の高騰をはじめ、給水人

口の減少に伴う収益の減少が経営に大きな影響を及ぼしていることを十分考慮した。 

本市では、これまでの第７次整備事業計画（Ｈ21～Ｒ５：15 年間）に引き続き、第８次

整備事業計画（Ｒ６～15：10 年間）に基づき、地震等の災害に備えるため、水道施設の耐

震化を推進しインフラ整備に努めてきた。 

しかしながら、東日本大震災（Ｈ23.３月）以降、日本各地では、激甚化する地震や風水

害等が頻発しており、能登半島地震（Ｒ６.１月）におけるライフラインの甚大な被害状況

などを踏まえると、対策の強化と耐震化の更なる推進が求められる。 

これまでの整備事業は、おおむね計画どおり履行されているものの、広範にわたる老朽

化した水道施設の更新需要に追いついていない。また、令和７年度から用水供給事業（旧：

津島水道企業団）を事業統合した結果、さらに多くの老朽化した施設を抱えることになっ

たため、今後の維持管理費の増加が懸念される。 

  このたびの答申では、安全で安心な水道水を持続的かつ安定的に供給することについて、

将来世代の負担にも考慮しつつ、残していく義務があるということを第一として、水道事

業の現状と課題を整理し、慎重に審議を重ねた結果、適正な水道料金のあり方については、

前述の答申のとおりとすることが適当であるという結論に至った。 

  しかしながら、一方では、本市の水道料金は、すでに県下で３番目の高料金であり、昨

今の物価高騰などを考慮すると、水道使用者の負担の増加を最小限にとどめる必要がある

ことは言うまでもない。給水人口の減少に伴う収益の減少が続く予測となっている財政状

況を見ると、更なる経営努力と効率的な事業運営が求められる。 



 

- 8 - 

  このような中、上下水道局では、これまで窓口等の業務を外部委託し、あるいは事務

事業を統合し効率化を図ることにより職員数を削減するなど、継続的に様々な経営改善

に取り組んできていたが、自助努力だけでは健全経営を維持することができず、令和９

年度から 13 年度まで（５年間）の総括原価約 103 億 9 千万円に対し、収入が約 15 億円

不足する状況となっている。 

 

  本審議会では、財源確保の方策として、料金改定は避けられないものと判断しつつ、

その改定方法については、特に配意すべき事項を次の４点に着目し審議した。 

 

① 料金改定により確保する財源は、第８次整備事業等に必要な事業費をはじめ、赤

字経営であった用水供給事業の事業統合後の維持管理費や、国から追加された耐震

化事業の推進等、安定した事業経営に必要な収入を得るためのものであること。 

② 料金改定額は、物価高騰等の影響による水道使用者の厳しい生活実態等を考慮し、

可能な限り低く抑えること。 

③ 料金算定期間は、日本水道協会が算定要領で推奨する「おおむね３年から５年」

で設定すること。 

④ 料金体系は、負担の公平性を確保しながら、水道使用者から理解を得られやすく

なるよう、家庭用と業務用における用途間較差を縮減しつつ、将来的に用途別から

口径別へ移行すること。 
※用途別 

水の使い道によって較差を設ける料金体系。料金の負担能力が高い事業者（業務用）に多めの
負担を、生活用水（家庭用）には安価な料金を設定する仕組み。 

※口径別 
使うことができる水の量に応じて較差を設ける料金体系。口径が大きいほど大量の水を使うた

め、設備投資や維持管理費を小口径より多く必要とすることから、大口径ほど水道料金を高くす
る仕組み。 

 

３ 水道事業における課題等 

本市では、民間委託による経営の合理化をはじめ、事務事業の統合を行うなど、水道

の広域化と経常経費の縮減に努めてきた。 

しかしながら、平成 17 年８月の１市３町合併時に約 93,000 人であった人口は、令和

８年４月末時点で約 65,000 人にまで減少（約 28,000 人減）し、それに伴い給水収益も

減少し続けており、この傾向は、今後も改善されることが期待できない。 

水道事業においては、必要な経費を独立採算制により、水道料金で賄わなければなら

ないが、企業努力による経費削減といっても限界があり、厳しい経営環境となっている。 

さらに、本市の水道環境は、現在では、渇水による断水の心配がほぼ無くなったとは

いえ、水不足を補うために南予水道企業団（野村ダム）から水を購入しているほか、点

在する水源（須賀川ダム、山財ダム、宮下井戸など）や山間部の急峻な地形、海岸線と

いった複雑な地形の影響等があり、ポンプ場や配水池など、県下の他の水道事業体と比

べて、比較的多くの水道施設を抱えていることから、今後、それらの老朽化した施設を

更新していくために必要な経費は、莫大なものとなっている。 

一方で、本市の水道料金は、すでに県下で３番目の高料金となっており、市民生活や

社会経済に及ぼす影響が大きい。 
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水道事業では、独立採算制に基づき、水道料金で事業費を賄うことは当然のことでは

あるが、このまま水道料金を上げ続けるには限界があることから、水道施設の維持管理

や耐震化工事など、さらなる効率的な執行により費用を抑制し、最大限の効果を得られ

るよう努めるとともに、外部からの財政的支援を得るなど、料金改定額の抑制や料金改

定サイクルの延命化を図ることが望まれる。 

 

４ 附帯意見 

⑴ 物価や人件費の高騰が続いているほか、人口推計の減少が予測よりも悪化している

状況を踏まえ、慎重に将来収支を予測した上で料金改定を行うこと。 

 

⑵ 水道使用者の費用負担の公平性を保つため、将来的には、現在の用途別から口径別

料金体系へ移行すること。ただし、口径別への移行は、市民への負担をできる限り抑

制する必要があるため、家庭用と業務用の料金較差を段階的に縮減してから実施する

こと。 

 

⑶ 料金算定期間中において、計画値と実績値に相違が生じることが考えられるため、

料金改定後３年目を目途に中間評価を行うこと。 

 

⑷ 安全で安心な水道水を持続的かつ安定的に供給することを第一としつつ、過度なサ

ービス低下とならないように配慮しながら、更なる経営改善に努めること。 

 

⑸ 「隔月（２か月に１回）請求制度」の導入を行う場合は、これまでと同様に高齢者

や生活困窮者といった配慮の必要な水道使用者から申し出があったときは、制度上で

許される範囲内において分納を認めること。 

 

⑹ 料金改定を実施するにあたっては、広報誌やＳＮＳ、ホームページなど、様々な媒

体を活用して発信し、広く周知するとともに、分かりやすい表現で説明するなど、水

道使用者から理解を得られやすくなるよう工夫すること。 

 

  



 

- 10 - 

 

宇和島市水道事業経営審議会委員 
 

会 長 宮 本 直 明 （宇和島市連合自治会 会長） 

副会長 山 下 由 美 （津島地区） 

委 員 羽 鳥 剛 史 （愛媛大学 教授） 

委 員 安 達 三 郎 （税理士） 

委 員 濱 田 かなめ （吉田地区） 

委 員 宇和木 眞由美 （三間地区） 

委 員 三 好   綾 （宇和島市女性団体連絡協議会 副会長） 

委 員 岩 村 保 昌 （宇和島商工会議所 専務理事） 

委 員 森   拓 也 （宇和島青年会議所 理事長） 

委 員 安 岡 賢 司 （宇和島市社会福祉協議会 副会長） 

 


